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１ はじめに 

この報告書は、「横浜みどりアップ計画」の平成 26 年度の事業・取組に対する「横

浜みどりアップ計画市民推進会議」による評価・提案をまとめたものです。 

 横浜みどりアップ計画では、樹林地の指定や水田の保全、地域の住民や企業とも連

携した身近な緑の創出など、幅広い様々な内容が、精力的に取り組まれてきました。 特

に、計画の根幹の事業である樹林地の保全では、緑地保全制度による指定・買取りを

進めてきた結果として、樹林地の減少傾向が鈍化するなどの成果が上がっています。

これは、行政の努力だけで無く、取組の重要な財源として市民の皆さんが「横浜みど

り税」をご負担いただいたことにより達成できたものであり、横浜市民が誇ることが

できる大きな成果です。 

 26 年度から始まった、２期目の「みどりアップ計画」についても、それまでの 5年

間の成果・実績、また市民推進会議を含め各方面からの評価・提案なども踏まえ、全

国のみどり政策をリードしてきた横浜市にふさわしい、充実した計画になっています。

市民の皆さんの「横浜みどり税」「横浜みどりアップ計画」へのご理解のもと「みんな

で育むみどり豊かな美しいまち横浜」にむけ、未来につながる横浜らしい緑の環境づ

くりが進み、緑と共にある豊かな市民生活が実現していくことでしょう。 

市民推進会議は、みどりアップ計画の施策に対して、主に、「横浜みどり税」の使わ

れ方や、事業の進め方を中心に、評価・提案、更には市民の皆さんへの啓発や広報の

必要性について議論しています。 

 26 年度も、現地調査や各部会の開催など、熱心な活動を行ってきました。活動にあ

たっては、単に行政の進める施策に対する要望や批判に留まらず、より良い取組とす

るための前向きな提案を行うとともに、みどり税、みどりアップ計画の成果を広く市

民に情報発信するため、市民目線での広報誌の発行なども実施してきました。 

 行政を中心としたみどりアップ計画の取組も重要ですが、市民推進会議のような市

民を中心とする活動があることは、みどりアップ計画をより意義のあるものにしてい

ると考えております。 

 先日、「第 33 回全国都市緑化よこはまフェア」が平成 29年３月から６月まで、横浜

市で開催されることが発表されました。近年の横浜市が全国に先駆けて取り組んでき

たみどりアップ計画の成果を国内外にアピールする絶好のチャンスだと思います。こ

のことを踏まえて 27年度もこの市民推進会議をより活性化してまいりますので、市民

の皆さまのご参加ご支援をお願いします。 

市民推進会議の成果が、みどりアップ計画の各事業に生かされ、みどりアップ計画

の取組がより一層発展していくことを心より期待しております。 

 

横浜みどりアップ計画市民推進会議 

 座長 進士 五十八 
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横浜市基本構想（長期ビジョン） 

関連・連携する計画 
 ○横浜市都市計画マスタープラン 

 ○生物多様性横浜行動計画（ヨコハマｂプラン）  など 

都
市
緑
地
法 

横浜市水と緑の基本計画（計画期間：平成 18-37年度） 

●重点的な取組 

 
横浜みどりアップ計画 

（新規・拡充施策） 

（計画期間：平成21-25年度） 

横浜市中期４か年計画 

（計画期間：平成 22-25 年度） 

 

横浜市中期４か年計画 
（計画期間：平成 26-29 年度） 

横浜みどりアップ計画 

 
（計画期間：平成26-30年度） 

平成18年度 

 

平成37年度 

  

緑
の
環
境
を
つ
く
り 

育
て
る
条
例 

２ 横浜みどりアップ計画と市民推進会議 

(1) 横浜みどりアップ計画 

横浜市は、大都市でありながら、市民生活の身近な場所にまとまった規模の樹林地

や農地などがあり、また、起伏に富んだ地形から、変化に富んだ水や緑の環境を有して

います。 

この緑の環境を生かし、次世代へ引き継いでいくため、市は平成37年度を目標年次と

した「横浜市水と緑の基本計画」を平成18年に策定し、計画に基づき長期的な視点から

「横浜らしい水・緑環境の実現」に向けた取組を展開しています。 

「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）」は、これまでの取組を強化・充実するため

の５か年の事業計画として策定されました。また、「横浜みどり税」は、この推進のための

重要な財源として導入され、平成21年４月から計画が推進されました。 

さらに、緑の保全や創造は長い時間をかけて継続的に取り組むことが重要であること

から、横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）の取組の成果や課題、市民意見募集結

果などを踏まえ、「横浜みどりアップ計画」（計画期間：平成26-30 年度）が策定されまし

た。 

平成26年度より、二期目の「横浜みどりアップ計画」に基づき、「みんなで育むみどり豊

かな美しい街 横浜」を計画の理念として、「市民とともに次世代につなぐ森を育む」「市

民が身近に農を感じる場をつくる」「市民が実感できる緑をつくる」を三つの柱とした取組

と効果的な広報を推進しています。 

 

 

 

【図】横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30年度）の位置付け 
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 (2) 横浜みどりアップ計画市民推進会議 

横浜みどりアップ計画市民推進会議は、市民参加の組織により、みどりアップ計画の

評価及び意見・提案、市民の皆さんへの情報提供等をおこなうことを目的として、平成21

年に設置され、平成24年からは条例設置の附属機関に位置付けられました。これまでに

全体会議や各種部会の開催に加え、参加市民を公募したオープンフォーラムや現地調

査を実施し、市民意見の聴取にも努め、計画の評価、提案を行ってきました。 

みどりアップ計画を推進するうえで、市民推進会議のこのような取組は大きな役割を

果たしており、二期目のみどりアップ計画についても、継続して活動することとなりまし

た。 

平成26年度からは新たな委員も含め、学識経験者や関係団体、町内会・自治会代表、

公募市民の計16名で活動しています。  （47頁に委員名簿を掲載） 

 

※附属機関：法律又は条例に基づき設置し、行政執行のために必要な審査、調査等を行う機

関。会議において審議、協議した結果、意見を取りまとめたり市に提言等を行う。 

 

 

 

横浜市附属機関設置条例第２条第２項：附属機関※の担任する事務は、別表担任事

務の欄に掲げるとおりとする。 

別表（抜粋） 

執行機関  附属機関  担任事務  委員の定数  

（中   略）  

市長  横 浜 み ど り ア

ッ プ 計 画 市 民

推進会議  

横浜市域の樹林地及び農地の保全並

びに緑化の推進を図ることを目的と

する横浜みどりアップ計画に係る施

策及び事業についての情報提供、評価

等に関する事務 

20人以内  

（以下省略）  

 

http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g2021714001.html#b1
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３ 市民推進会議平成 26 年度の活動実績 

(1) 市民推進会議（全体会議） 

市民推進会議の全体会議において、部会の構成や調査の実施など年間の活動内容

を確認し、横浜みどりアップ計画の内容、進捗状況について説明を受けて、質疑応答、

意見交換を行いました。 

 

○第 19 回市民推進会議（平成 26 年６月 24 日） 

 ・市民推進会議市民委員選考について 

 

○第 20 回市民推進会議（平成 26 年７月９日） 

・横浜みどりアップ計画、市民推進会議について 

・平成 26 年度の取組について など 

 

○第 21 回市民推進会議（平成 27 年１月 27 日） 

・横浜みどりアップ計画の進捗状況について 

・横浜みどりアップ計画市民推進会議平成 26 年度報告書について 

(2) 施策別専門部会 

取組の柱ごとに施策別専門部会を設置し、事業分野ごとに、詳細に説明を受け、意見

交換、提案検討を行いました。 

 

第７回「森を育む」施策を検討する部会 平成 27 年２月 24 日 

・横浜みどりアップ計画「森を育む」施策の評価・提案について 

 

第７回「農を感じる」施策を検討する部会 平成 27 年２月 17 日 

・横浜みどりアップ計画「農を感じる」施策の評価・提案について 

 

第７回「緑をつくる」施策を検討する部会 平成 27 年３月５日 

・横浜みどりアップ計画「緑をつくる」施策の評価・提案について 

市民推進会議 全体会議の様子 

「森を育む」施策を検討する部会 「農を感じる」施策を検討する部会 「緑をつくる」施策を検討する部会 
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(3) 調査部会（現地調査） 

＜第 12 回調査部会＞ 

［日時］ 平成 26 年９月９日（火）午前８時 45 分～正午 

［場所］ 戸塚区東俣野町の水田、名瀬町の樹林、柏尾町の保育園、 

戸塚区総合庁舎の緑化 

［参加委員］  10 名 

［内容］ 

 

① 「市民が身近に農を感じる場をつくる」取組が実施されている水田を調査 

（戸塚区東俣野町） 

    ・水田を見渡しながら、取組についての説明（南部農政事務所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  「市民とともに次世代につなぐ森を育む」取組が実施されている樹林地を調査 

（戸塚区名瀬町） 

・樹林地を見ながら、取組についての説明（緑地保全推進課） 

・樹林地の地権者の方も交え対談、質疑応答 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
戸塚区名瀬町の樹林地の保全についての説明と、 

地権者の方との対談 

参加委員集合写真 

東俣野町の水田 東俣野町の水田 
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③  「市民が実感できる緑をつくる」取組が実施されている民間保育園 

および公共施設を調査 

（戸塚区柏尾町、戸塚区総合庁舎） 

・芝生化された園庭を見ながら、取組についての説明（みどりアップ推進課） 

・保育園長も交え、事業の効果について質疑応答 

・屋上緑化を見ながら取組についての説明（みどりアップ推進課、南部農政事務所） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
④  意見交換会（戸塚区総合庁舎） 

・当日の調査内容について、感想や質疑応答など 

 

＜委員の感想・意見交換＞ 

○個人で散策しながら環境を感じるのとは違い、 施策の経緯を伺うことができとても

有意義でした。 

○各施設の担当の各々の想いや考えを伺い、質問もできたため、更に関心が広がり

ました。 

○みどりアップ計画で扱う範囲が多岐に渡ることを改めて実感し、その難しさも感じま

した。 

○畑だけ、森だけなど、それぞれ単独では成立しないことを知りました。 

 

戸塚区柏尾町の 

民間保育園での園庭緑化 

 

戸塚区総合庁舎屋上緑化 

 

屋上のビオトープ 

意見交換会（戸塚区総合庁舎） 
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＜第 13 回調査部会＞ 

［日時］ 平成 26 年 10 月１日（水）午前９時～午後４時 45 分 

［場所］ 追分・矢指市民の森（旭区矢指町）、田奈地区の水田（青葉区恩田町、田奈町）、 

都心臨海部の緑花（西区みなとみらい、中区山手町）、開港記念会館（中区本町） 

［参加委員］  ９名 

［内容］ 

① 「市民とともに次世代につなぐ森を育む」取組が実施されている樹林地を調査 

（旭区矢指町） 

・追分・矢指市民の森を歩きながら、北部公園緑地事務所による取組についての説明 

・愛護会会長（市民推進会議委員）、愛護会会員による活動紹介、質疑応答・意見交換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「市民が身近に農を感じる場をつくる」取組が実施されている農地を調査 

（青葉区恩田町、田奈町） 

   ・恩田町の水田を見ながら、北部農政事務所による取組についての説明 

   ・農家の方（水利組合組合長）のお話 

   ・施設の視察、田奈農協による、事業についての説明、質疑応答・意見交換 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

恩田町の水田 
北部農政事務所の事業説明、

水利組合組合長のお話し 

参加委員集合写真 

市民の森愛護会の皆さんと 

田奈恵みの里の施設の説明 

現地調査の様子 

市民の森のお花畑 
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③「市民が実感できる緑をつくる」取組が実施されている民間施設、公園等を調査 

（西区みなとみらい、中区新港地区、山手町） 

・民有地緑化・公園の視察、みどりアップ推進課による、取組についての説明 

・施設所有者による緑化の説明、質疑応答 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  ④意見交換会（開港記念会館） 

・関係課長によるみどりアップ計画の進捗状況の報告 

・当日の調査内容について、感想や質疑応答・意見交換 

＜委員の感想・意見交換＞ 

○市民の森の保全管理計画に基づく維持管理は、生物多様性 

を保全する素晴らしい取組であり、実際に行うことは大変だ 

と思うが、ぜひ継続していってほしい。 

○地産地消は、生産地と消費者が近い、横浜ならではの取組で 

ある。直売所は平日の午前中が多く、売り切れや、行けな 

い人も多いが、若い人や子供にこそ知ってほしい。 

○ブラフ 99 ガーデンができたことで観光客の動線が変わる。横浜に来たことを実感でき

る山手地区という場所での有意義なみどり税の使い方だと思う。 

○新たな緑を創出するよりは、貴重な緑の維持保全にこそみどり税は使ってほしい。 

○企業の動機づけ、きっかけづくりとして、緑化にみどり税を使うことにも意義がある。 

みどりアップ推進課から 

ブラフ 99 ガーデンの説明 

マークイズみなとみらいの壁面緑化 

みどりアップ計画で

整備したことを示す

シール 

意見交換会 

（開港記念会館） 
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(4) 広報・見える化部会 
  平成 25 年度までの「広報部会」、「見える化部会」を合わせ、みどりアップ計画やみど

り税についての情報提供のあり方の検討や広報誌の編集を行っています。 

  広報誌は「みどりアップＱ」として「濱ＲＹＯＫＵ」からリニューアルし、平成 26 年度は３

号発行しました。駅や主要な公共施設のＰＲボックスや、各区役所、土木事務所、公園

事務所の公共施設で配布しています。 

 

第 20 回広報・見える化部会（平成 26 年８月５日） 

・広報誌の構成と年間計画について  ・見える化企画の方向性の検討について 

第 21 回広報・見える化部会（平成 26 年９月 18 日） 

・みどりアップＱ（第１号）について 

第 22 回広報・見える化部会（平成 26 年 12 月４日） 

・みどりアップＱ（第２号）について 

第 23 回広報・見える化部会（平成 27 年２月６日） 

・みどりアップＱ（第３号）について 

・市民推進会議平成 26 年度報告書について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現地調査での取材 

広報・見える化部会の様子 
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みどりアップＱ第１号 

 

《発行日》 

平成 26 年 11 月 

 

《目次》 

・里山を守る 

・身近な緑 

・イベント情報 

・市民推進会議とは 

 

 

みどりアップＱ第２号 

 

《発行日》 

平成 27 年 1 月 

 

《目次》 

・受け継いできたこの里山を、次の世代へ 

・ひろがる身近な緑 

・イベント情報 

 

みどりアップＱ第３号 

 

《発行日》 

平成 27 年３月 

 

《主な内容》 

・ヒトも、生き物も、集まる田んぼ 

・地域緑のまちづくり 

・ウェルカムセンターに行こう 

 

 ※詳細については、33～44 頁参照。「みどりアップＱ」を添付しています。 
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４ 施策ごとの評価、提案 

市民推進会議では、みどりアップ計画の「市民とともに次世代につなぐ森を育む（「森を

育む」）」、「市民が身近に農を感じる場をつくる（「農を感じる」）」、「市民が実感できる緑を

つくる（「緑をつくる」）」の施策と、みどりアップ計画を市民の皆さんに周知するための「広

報・ＰＲ」について、現地調査で市民や活動団体などからいただいた意見等を踏まえて、評

価・検証をおこないました。 

なお、みどりアップ計画で進めている事業・取組には、横浜みどり税の導入時に定めた

使途に沿って横浜みどり税を充当している事業・取組と、横浜みどり税を充当せずに進め

ている事業・取組がありますが、市民推進会議では市民の皆さんが負担している横浜みど

り税を充当している事業・取組を中心に評価・検証をおこないました。 

 ◆計画の体系◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●：横浜みどり税を充当している事業・取組 

取組の柱１ 市民とともに次世代につなぐ森を育む 

施策１ 

樹林地の確実な保全の推進 

 事業① 緑地保全制度による指定の拡大・市によ

る買取り 
● 

 

 

施策２ 

良好な森を育成する取組の推進 

 

事業② 生物多様性・安全性に配慮した森づくり ●   
 

事業③ 森を育む人材の育成 ●  

 

施策３ 

森と市民とをつなげる取組の推進 

 
事業④ 市民が森に関わるきっかけづくり ●  

取組の柱２ 市民が身近に農を感じる場をつくる 

施策１ 

農に親しむ取組の推進 

  
事業① 良好な農景観の保全 ●   

  
事業② 農とふれあう場づくり ●  

  

施策２ 

地産地消の推進 

  
事業③ 身近に感じる地産地消の推進    

  
事業④ 市民や企業と連携した地産地消の展開    

取組の柱３ 市民が実感できる緑をつくる 

施策１ 

市民が実感できる緑を創出す

る取組の推進 

  
事業① 民有地での緑の創出 ●   

  

事業② 公共施設・公有地での緑の創出 ● 
  

 

施策２ 

緑を楽しむ市民の盛り上がり

を醸成する取組の推進 

  
事業③ 市民協働による緑のまちづくり ●   

  
事業④ 子どもを育む空間での緑の創出 ●   

  
事業⑤ 緑や花による魅力・賑わいの創出 ●   

効果的な広報の展開 

事業① 市民の理解を広げる広報の展開  
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◆みどりアップ計画全体への意見及び評価の概要◆ 

 

計画全体として、各柱ごとに数多くの事業が積極的に推進されています。 

 

次世代につなぐ森を育む取組は、全体的に目標どおり進んでいます。 

特に、みどりアップ計画の根幹である緑地保全制度による樹林地の指定は目標を達成

し、樹林地の保全が進んでいることを評価します。 

 

市民が身近に農を感じる場をつくる取組は、水田保全の取組などは目標に達していま

すが、一部の事業では達成できていないものもあります。これらの取組については、内

容の見直しも検討しつつ、目標達成に向け着実な推進が必要です。  

 

市民が実感できる緑をつくる取組は、一部の事業では目標を達成していないものの、

全体的にはほぼ目標を達成できています。 

地域緑のまちづくりの推進により、その地域ならではの緑のまちづくりが進み、緑を通

じた地域コミュニティの活性化や緑化活動への参画の広がり等、市民の緑化意識の向

上につながることが期待できます。 

 

また、市民の理解を広げるための広報に力を入れています。その一方で、取組んでい

る事業数が多いことから、それぞれの事業の効果が伝わりにくいという課題もあります。

時には特徴的な内容に絞って広報するなど、みどりアップ計画やみどり税の効果を市民

の皆さんに実感していただく工夫が必要です。 

 

みどりアップ計画は、分野、事業が多岐にわたり、横の連携を取ることによって効果的

に推進できる事業もあると思われるので、調整、連携の場を持つことを提案します。 

 

なお、横浜のように農政も緑政もトータルでバランス良く進めていることは全国的に見

て珍しく、１期目の計画を経て施策がこれだけ進んだということを、全国に発信していく時

期でもあります。 

 

内容や方法に必要な改良は加えながら、目標の達成を目指して、平成 27 年度も引き

続き取組を推進することを期待します。 
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（１）取組の柱１ 市民とともに次世代につなぐ森を育む 

 森（樹林地）の多様な役割に配慮しながら、緑のネットワークの核となるまとまりのある

森を重点的に保全するとともに、保全した森を市民・事業者とともに育み、次世代に継承し

ます。 

 

施策１ 樹林地の確実な保全の推進 

事業 事業の概要 
平成 26 年度の主な実績 

【26 年度目標/５か年の目標】 

緑 地 保 全
制 度 に よ
る 指 定 の
拡大・市に
よ る 買 取
り 

市内に残る樹林地の多くは民有地であり、まと

まりのある樹林地を保全して次世代に引き継ぐ

ためには、土地を所有する方が、できるだけ持ち

続けられるよう支援することが必要です。そこ

で、緑地保全制度の指定により土地所有者への優

遇措置を講じることで、樹林地を保全します。 

また、土地所有者の不測の事態等による、樹林

地の買入れ申し出に対応します。 

・新規指定面積：○○ha 

【100ha/500ha】 

 

・買取面積：○○ha 

【18.4ha/108ha】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆施策１についての評価・提案 

 ・これまでの取組により既に多くの樹林が指定され、新たな指定の推進が難しい場所もあ

る中で、そのスピードを落とさず、目標どおり樹林地の保全が推進されていることを評価し

ます。 

 ・取組の成果として、緑地保全制度で指定した面積を公表していますが、数字だけでは市

民が成果を実感しにくいため、保全型の施策の成果をどうやって見える化するのかという

ことが今後の課題です。 

・市民が成果を実感するための一つの形として、市民が散策しやすいようにしたり、森のガ

イドを置いたりなど、指定した樹林地の利活用の促進についても期待します。 

今井町多子谷特別緑地保全地区（保土ケ谷区） 川島町二ノ沢特別緑地保全地区（旭区） 
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施策２ 良好な森を育成する取組の推進 

事業 事業の概要 
平成 26 年度の主な実績 

【26 年度目標/５か年の目標】 

生 物 多 様
性・安全性
に配慮した
森づくり 

樹林地の維持管理（森づくり）を行う際

の技術指針である森づくりガイドライン等

を活用し、生物多様性の保全、利用者の安

全や快適性の確保、良好な景観形成など、

森に期待される多様な役割に配慮した森づ

くりを推進します。また、緑地保全制度の

指定を受けた土地を所有する方の維持管理

負担を軽減するための支援を行います。 

・ガイドライン等を活用した維持管理作
業を樹林地で実施、○○公園で実施中 

【推進/推進】 
・保全管理計画を樹林地○○か所、公園

○○公園で策定中 
【3 か所、２公園/15 か所、10 公園】 

・樹林地維持管理助成金交付受付：○○
件 

【130 件/650 件】 
・法面の整備 施工中○○か所、測量○

○か所、設計○○か所 
【法面の整備２か所/10 か所】 

・チッパーの貸出し：○○回  
【推進/推進】 

森を育む人
材の育成 

市民や事業者と市の協働により森を育む

取組を進めるため、森づくり活動に取り組

む市民や団体を対象に、活動のための知識

や技術に関する研修を実施し、森を育む

「人」を育てます。また、森づくり活動を

行う団体を対象に、活動に必要な支援を行

います。 

・研修を○○回実施、ニュースレターを
○○回発行 

【推進/推進】 
・森づくり活動団体への支援：樹林地○

○件、公園○○件 
【樹林地 10 団体、公園 10 団体/樹林
地延べ 50 団体、公園延べ 50 団体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガイドラインなどを活用した維持管理作業 

 （飯島市民の森） 

研修の様子（新治市民の森） 

愛護会が手入れをしている、 

公園内の竹林  

（さちが丘第四公園） 
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◆施策２についての評価・提案 

・森づくりガイドラインを活用した維持管理は、生物多様性の保全に結びつく素晴らしい取

組であり、その推進を評価します。 

・全ての市民の森に保全管理計画がつくられ、森ごとに適した維持管理が推進されることを

期待します。 

・市民が森を安全に利用するためにも適切な維持管理は重要ですが、地道な維持管理が

着実に実施されています。 

・森の維持管理を担う人材の育成は重要であり、そのすそ野を広げる取組が進んでいま

す。 

・後継者不足に悩んでいる地域の森の維持管理に、ボランティアや市民が参加しやすい仕

組みづくりについて、検討を期待します。 
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施策３ 森と市民とをつなげる取組の推進 

事業 事業の概要 
平成 26 年度の主な実績 

【26 年度目標/５か年の目標】 

市民が森に
関わるきっ
かけづくり 

森に関わる市民の裾野を広げるため、森に関するイベ

ントや講座の開催などにより、市民が森に関わるきっか

けを提供します。また、平成25 年度までに設置したウ

ェルカムセンターを活用し、多くの市民が、横浜の森に

ついて理解を深めることができるような情報発信を行

います。 

・イベント等の実施：○○回 

【36回/180回】 

・ガイドマップ： 
○○地域で作成中 

【推進/推進】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆施策３についての評価・提案 

・市内各所で様々なイベントを数多く開催しており、市民が森に関わる機会が多く創出され

ています。 

・市内には緑に関するイベントでみどりアップ計画に位置付けられていないものもたくさん

あります。特に教育の場と身近な緑をつなげる取組は重要であり、各地で取組があると思

われるので、これらの取組情報の共有が出来るとなお良いと思われます。 

ウォーキング（港北区「綱島市民の森」） 森の中のプレイパークイベント（都筑区） 

市民の森・ふれあいの樹林ガイドマップ 

（栄区「上郷市民の森、荒井沢市民の森、鍛冶ケ谷市民の森」）  
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・市民の森ガイドマップの作成やウェルカムセンターの活用は、地道な取組でありながら、

森に関わるきっかけづくりやその際のマナーの周知にも寄与している重要な取組です。 

・イベントの情報やみどりアップ計画の取組について、区が案内窓口になるなど、今後の区

との連携を期待します。 

 

 

◆取組の柱１「市民とともに次世代につなぐ森を育む」全体についての評価・提案 

・次世代につなぐ森を育む取組は、昨年度までの取組から引き続き、全体的に目標どおり

推進されています。特に、みどりアップ計画の根幹である緑地保全制度による樹林地の指

定は目標を達成し、樹林地の保全が進んでいることを評価します。 

・また、森を育む人材の育成と森にかかわるきっかけづくりの取組が進んでおり、森の保全、

維持管理に携わる人材のすそ野が広がることを期待します。 

・今後は、森でのボランティアを希望する市民と、活動の場を効率的につなぐ仕組みづくり

が検討されることを期待します。 

 

 

  

 

 

  

 

「森を育む」施策を検討する部会 部会長コメント 

 

「横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度）がスタートしました。この「森

を育む」施策を検討する部会も新メンバーが加わり、新たな気持ちで事業の評価・

提案をして行きます。 

横浜の森を守っていく取り組みは、思った以上に成果を得ています。とりわけ、毎

年 100ha を超える「市民の森」などの緑地保全制度で指定される森の拡大は最も大

きな成果と言えるでしょう。これも「横浜みどり税」による買取り制度の担保があって

のことです。また、生物多様性に配慮した樹林地保全のためのガイドラインを作成

し、計画的な維持管理を推進する森づくり事業も、熱心に取り組まれています。 

今後は、森づくり活動に取り組む市民や団体への支援を含め、森を育む「人」の

養成に一層のサポートが「横浜みどりアップ計画」のなかで進展することを期待して

います。 

望月 正光   
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（２）取組の柱２ 市民が身近に農を感じる場をつくる 

 景観や生物多様性の保全など農地が持つ環境面での役割に着目した取組、地産地消や農

体験の場の創出など、市民と農の関わりを深める取組を展開します。 

 

施策１ 農に親しむ取組の推進 

事業 事業の概要 
平成 26 年度の主な実績 

【26 年度目標/５か年の目標】 

良好な農景

観の保全 

集団的な農地から構成される広がりのある景

観や、樹林地と田や畑が一体となった谷戸景観

など、多くの市民に親しまれてきた農景観を次

世代に継承するため、横浜に残る貴重な水田景

観を保全する取組や、意欲ある農家・NPO 法人

などにより農地を保全する取組を支援します。 

・水田承認面積：○○ha 

【120ha/125ha】 

・共同利用設備の整備：○○件 

【5 件/25 件】 

・長期貸付開始農地：○○ha 

【2.0ha/80ha】 

農とふれあ

う場づくり 

 食と農への関心や、農とのふれあいを求める

市民の声の高まりに応えるため、収穫体験から

本格的な農作業まで、様々な市民ニーズに合わ

せた農園の開設や整備を進めるとともに、市民

と農との交流拠点である横浜ふるさと村や恵み

の里を中心に、市民が農とふれあう機会を提供

します。また、農家と地域住民が協働で地域の

農環境を保全する取組など、市民による主体的

な活動を支援します。これらの取組の情報発信

を充実させることにより、市民の利用や参加に

つなげます。 

・収穫体験農園の開設支援： ○○ha 

【2.5ha/12.5ha】 

・市民農園の開設支援：○○ha 

【1.2ha/6.0ha】 

・農園付公園の整備： 

整備中 ○○か所（○○ha）  

【３か所（1.0ha）/7.3ha】 

・ふるさと村収穫体験等○○回、 

恵みの里農体験教室等○○回  

【14 回、86 回/500 回】 

・あぐりツアー実施：○○回  

【4 回/20 回】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
農園付公園 

（港北区「師岡町梅の丘公園」） 
水田保全承認事業により守られている水田 

（戸塚区） 
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◆施策１についての評価・提案 

・水田保全の取組がほぼ目標に達していることは評価できますが、水田承認面積の数値

のみでなく、この取組により不耕作の田んぼが減っているなどの実績についても、伝わる

となお良いと思われます。 

・水田の保全は地権者の意思があって成り立つものですが、実際の耕作者も支援される仕

組みの充実についても期待します。 

・代々受け継いだ農地を守りたいという、地権者の想いに応えられるような支援策が必要

です。例えば、定年退職後の世代がボランティアに参加できるよう、積極的に「はま農楽」

の会員になってもらうなど、担い手として活用していく必要があると思われます。 

・市民農園については、農園内の細かな区画ごとに自由に利用している様子が、景観上好

ましくないとの意見もあります。利用者の道具などが置ける共用の物置を設置するほか、

人々に一定のモラルや知識を持っていただくようにするなど、検討する必要があります。 

・あぐりツアーについては、内容主旨は評価できますが、今後は参加者の裾野を広げるた

めの工夫が求められます。また、イベントの運営方法については、参加者が「お客様」でな

く準備段階から関わり、主役となるようなものを提案します。これは参加者の満足度が高く、

同時に運営側の負担を軽減できるのではないかと考えます。 
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施策２ 地産地消の推進 

事業 事業の概要 
平成 26 年度の主な実績 

【26 年度目標/５か年の目標】 

身近に感じ

る地産地消

の推進事業 

地域でとれた農畜産物などを販売する直売所の

整備等の支援や、市内で生産される苗木や花苗を

配布するなど、地産地消の取組を拡大します。さ

らに、地産地消に関わる情報の発信など、市民が

地産地消を身近に感じるための取組を推進しま

す。 

・直売所等の支援：○○件  

【10 件/52 件】 

・青空市運営支援：○○か所  

【5 か所/25 件】 

市民や企業

と連携した

地産地消の

展開事業 

市民の「食」と、農地や農畜産物といった「農」

をつなぐ「はまふぅどコンシェルジュ」などの地

産地消に関わる人材の育成やネットワークの強化

を図るとともに、農と市民・企業等が連携する取

組を推進します。 

・はまふぅどコンシェルジュの 

活動支援：○○件  

【20 件/100 件】 

・企業等との連携：○○件  

【5 件/50 件】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆施策２についての評価・提案 

・直売所などの支援については目標を達成していません。市民が身近に農を感じる効果的

な取組であり、内容の見直しも検討しつつ、目標達成に向け着実な推進が必要です。 

・直売所は昼間しか営業していない場所も多いですが、営業日・時間の工夫や営業場所の

多様化など、若い人を含めた幅広い層に横浜の農畜産物の良さを知ってもらい、地産地

消を実践してもらえるような工夫が必要です。 

・珍しい野菜や、発信力のあるＰＲは手法の一つとして評価できますが、「いつでもどこでも

安心して、近くの農地で採れた農畜産物が手に入る」といった日常的な地産地消の再評

価を期待します。 

東京ガス（株）との連携による 

「地産・地消・食育」をテーマとした料理教室 

 
みなとみらい農家朝市 
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・農家が昔から作っていた行事食の見直し、味覚教育を含めた地産地消の取組や、横浜

の農文化の継承を期待します。 

・ソーシャルビジネスとして農業や食を通じて社会貢献をしていきたい人たちと共存・共有し

ていく関係性の構築について検討を期待します。 

・農業経営が維持できていることを前提とした、生産者と消費者がパートナー関係を結べる

ような地産地消のあり方を期待します。 

 

◆取組の柱２「市民が身近に農を感じる場をつくる」全体についての評価・提案 

 

・水田保全の取組などは目標に達していますが、一部の事業では達成できていないものも

あります。これらの取組については、内容の見直しも検討しつつ、目標達成に向け着実な

推進が必要です。 

・生産の場のみならず、生物多様性を育む場、環境教育を行う場、どんど焼きなど地域文

化を継承する場としても、農地や農業が評価されることを期待します。 

 

 

 

 

 

 

「農を感じる」施策を検討する部会 部会長コメント 

 

地道に実績を積み重ねており「みんなで育む みどり豊かな美しい街 横浜」は着実に

進展している。先行する横浜の取組を全国の自治体が注視し、これにキャッチアップしよ

うとしている状況にあるといえる。こうした中で目を世界に転じてみれば、欧米を中心とは

しながらも、各国で都市農業を見直し、これを振興する動きが顕在化しており、多様な都

市農業が展開されている（『シティ・ファーマー』）。時代の変化とともにより多様で質の高

い都市農業が追求されており、生産者と消費者・市民の連携・提携の関係をベースに、流

れは「市民皆農」に向かっている。横浜の都市農業も、さらに進展していく可能性を秘めて

おり、ますますおもしろい横浜農業にしていきたいと思う。 

蔦谷栄一   
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（３）取組の柱３ 市民が実感できる緑をつくる 

街の魅力を高め賑わいづくりにつながる緑や地域の緑、街路樹などの緑の創出に、緑

のネットワーク形成も念頭において取り組みます。また、地域で緑を創出・継承する市民

や事業者の取組を支援します。 

 

施策１ 市民が実感できる緑を創出する取組の推進 

事業 事業の概要 
平成 26 年度の主な実績 

【26 年度目標/５か年の目標】 

民有地での

緑の創出 

 緑あふれる魅力的な街をつくるためには、市

民や事業者の取組が不可欠です。多くの市民が

目にする場所や効果的な場所での緑の創出、生

物多様性の向上に寄与する取組や地域で親しま

れている名木古木の保存など、緑の創出・保全

に積極的に取り組む市民・事業者を支援します。 

・緑化の助成：○○件 

【13 件/65 件】 

・名木古木の保存：○○ 

【推進/推進】 

・人生記念樹苗木の配布：○○本  

【8,000 本/40,000 本】 

公共施設・

公有地での

緑の創出 

 多くの市民が利用する地域の公共施設から率

先し、市民が実感でき、生物多様性の向上や地

域の良好な景観形成につながる緑を創出しま

す。また、市民が目にする機会の多い街路樹を

良好に育成するための取組を拡大します。 

・緑の創出：○○か所 

【７か所/58 か所】 

・創出した緑の維持管理：○○  

【推進/推進】 

・シンボル的な緑の創出： 

○○か所で用地取得完了 

【1 か所/5 か所】 

・いきいきとした街路樹づくり： 

○○区で推進 

【18 区で推進/18 区で推進】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
民有地緑化の助成（鶴見区） 公共施設の緑化（横浜市民ギャラリー） 
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◆施策１についての評価・提案 

・民有地における緑化の助成では、目標を下回る助成件数となりました。２期目の計画で

は、緑の少ない区における、公開性や視認性のある場所での緑化に対する助成を拡大し

たことを積極的に周知するなど、より多くの人に事業の内容を知ってもらい、来年度以降

の推進を図ってください。 

・公共施設・公有地での緑の創出については、目標を上回って進んでいます。目につくとこ

ろで、みどりアップ計画やみどり税の効果を実感することができる取組であり、引き続き、

整備した緑を良好に維持しながら、着実に事業を進めてください。 

・街路樹は市民に身近でありながら、みどりアップ計画の効果がわかりにくい緑です。みど

り税で通常の管理に上乗せされた管理をされた路線はどこなのか、整備前、整備後の写

真を並べるなど、効果が実感できるように周知できるとなお良いと思われます。 
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施策２ 緑を楽しむ市民の盛り上がりを醸成する取組の推進 

事業 事業の概要 
平成 26 年度の主な実績 

【26 年度目標/５か年の目標】 

市民協働に

よる緑のま

ちづくり 

地域が主体となり、住宅地や商店街、オフィス街、

工場地帯など様々な街で、地域にふさわしい緑を創

出する計画をつくり、計画を実現していくための取

組を、市民との協働で進めます。 

・地域緑化推進事業：○○地区 

【22 地区/46 地区】 

子どもを育

む空間での

緑の創出 

 次世代を担う子どもたちが緑と親しみ、感性豊か

に成長できるよう、子どもが多くの時間を過ごす保

育園、幼稚園、小中学校を対象に、施設ごとのニー

ズに合わせた多様な緑の創出・育成を進めます。緑

の創出にあたっては、子どもたちと生き物とのふれ

あいが生まれるような空間づくりに取り組みます。 

・緑の創出：○○か所 

（整備中を含む） 

【20 か所/100 か所】 

・芝生等の維持管理：○○ 

【推進/推進】 

緑や花によ

る魅力・賑

わいの創出 

多くの市民が時間を過ごし、国内外から多くの観

光客が訪れるエリアである都心臨海部において、来

訪者の回遊性向上や生物多様性確保の観点から、エ

リア内での緑のネットワーク形成に寄与することも

念頭に、公共施設を中心に緑や花による空間演出や

質の高い維持管理を集中的に展開し、街の魅力形

成・賑わいづくりにつなげます。 

・○○ 

【都心臨海部で推進/ 

都心臨海部で推進】 

・緑花の維持管理：○○ 

【推進/推進】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域緑のまちづくり（MM45 街区） 

緑や花による魅力・賑わいの創出 

（桜木町駅西口駅前広場） 

子どもを育む空間での緑の創出 

（美しが丘保育園 ビオトープ） 
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◆施策２についての評価・提案 

・地域緑のまちづくりは、平成 25 年度までの計画の取組の評価をもとに、地域主体で気軽

に取り組めるような仕組みにしたこともあり、着実に目標を達成しています。 

緑をコミュニティの再生のきっかけとできるような、きめの細かい取組が各地区で計画さ

れています。 

・子どもを育む空間での緑の創出については、目標を上回る実績となっています。新しい計

画では、園庭・校庭の芝生化以外にも、ビオトープや樹木の植栽も助成の対象となり、そ

の場その場で多様な緑が創出されています。 

また、維持管理費も助成の対象となったことは取組が進んだ理由であると思われます。 

・子どもは触れ合うことを通じて自然への関心を育むことができるので、触ったり摘んだりで

きる緑という視点も重要です。 

・都心臨海部の緑化による賑わいづくりでは、エリアごとの特色を出しながら整備を進め、

あわせて質の高い管理を行うことでボリューム感のある緑に育ててください。 

・横浜を象徴する臨海部を花で飾る際には、一部にでも地域のボランティアを募集して活用

できれば、高齢者の生きがいづくりや、市民による緑花というアピールにもつながるため、

検討を願います。 

 

 

◆取組の柱３「市民が実感できる緑をつくる」全体についての評価・提案 

・一部の事業では目標を下回る実績でしたが、「市民が実感できる緑をつくる」の柱全体で

みれば、全体としてほぼ目標を達成できています。 

・地域緑のまちづくりは、その地域ならではの緑のまちづくりが進んだだけでなく、緑を通じ

た地域コミュニティの活性化や緑化活動への参画の広がりなど、市民の緑化意識の向上

につながる取組となっています。 

・商業施設に企業の積極的な緑化を誘導することは、これをきっかけに企業の緑化への関

心を引き出すことにもなり、街中で子供や若い人が緑と触れ合う場としても、効果があると

考えます。 
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「緑をつくる」施策を検討する部会 部会長コメント 

 

みどり税を活用しながら進めているみどりアップ計画の中でも「緑をつくる」施策は、多く

の市民の方々の目に見えるみどりという点で大変重要です。昨今では都市の競争力が注

目されていますが、健康で快適な市民生活の舞台として、また、住み続けたい街「横浜」

にしていくため、さらに、世界に誇れる横浜市として成長していくためにも美しく快適な緑

の形成が求められています。従来、緑の分野では多くの指標が定量的なものとして提示

されてきました。しかしながら、景観などの観点から「量から質の時代」へと変わってきて

います。多くの市民の方々に市民税の成果を目に見えて感じていただけるように、今後一

層、美しい緑のまちづくりの推進を目指して活動していきます。 

                   池邊このみ   
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（４）効果的な広報  

 市民の皆様のご理解とご協力を得ながら取組を推進するため、取組の内容や実績につ

いて、様々な媒体・手法を用いて効果的にお知らせし、理解を深めていただくとともに、緑

に関わる活動に参加するきっかけとなる機会を提供します。 

 

市民の理解を広げる広報の展開 

施策内容 
平成 26 年度の主な実績 

【26 年度目標】 

・広報よこはまの特集ページの利用 

 

・計画、実績概要の作成、公共施設

等への配架 

・電車など交通広告や各種メディア

の活用 

・市の工事等の現場に統一的な看板

等を設置 

・多くの市民の目に触れる公共施設

などで横断幕等によるＰＲ 

 

・市民認知度の調査 

・ 

【各戸に届く広報よこはまの特集ページの利用】 

・ 

【計画、実績概要の作成、公共施設等への配架】 

・ 

【電車など交通広告や各種メディアの活用】 

・ 

【市の工事等の現場に統一的な看板等を設置】 

・ 

【多くの市民の目にふれる公共施設などで横断幕等によ

る PR】 

・ 

【市民認知度の調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラッピングバス 交通広告 
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◆評価・提案 

  ・広報よこはまの特集記事など、市民の理解を広げるための広報に力を入れています。 

・イベントについては、参加人数の少ないものであっても継続的に行うことで効果が出るこ

ともあるため、参加者の満足度の高いイベントについては、参加人数に関わらず継続を

望みます。 

・若い世代の新鮮な視点を取り入れることは重要であり、学生などをターゲットにしたイベン

トの拡充を期待します。 

・区との連携をこれまでよりも推進し、市民に伝わりやすい広報を行うことを望みます。 

・交通広告は目につきやすく、効果的な広報手段であるため、より範囲を広げた、さらなる

活用を望みます。 

・計画の事業現場に設置されている、みどりアップ計画のプレートにより、みどり税が使わ

れていることを市民が知ることができて計画の効果が実感できます。 

・一般的に、行政が行う広報は各事業を平等に広報しようとするために、みどりアップ計画

のような事業数が多く、広報対象の幅が広いものでは、それぞれの事業の効果が伝わり

にくいことが課題です。 

・時には特徴的な内容に絞って広報するなど、広報もメリハリをつけ、みどりアップ計画や

みどり税の効果を市民の皆さんに実感していただく工夫が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報よこはま市版 

（平成 26 年９月号） 
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広報・見える化部会 部会長コメント 

 

みどりアップ計画における広報の一番の役割は、身近な緑を実感できるよう、まずは

多くの市民にそこに足を運んでもらうことです。森、農、緑などさまざまなテーマでのイベ

ント開催は、緑を楽しむ市民の顔が見え、効果が明確であり、今後もぜひ継続して頂き

たいです。都会にいながら暮らしの中で気軽に森や農を楽しめることは、横浜ならではの

街の価値を高め、暮らしの質の向上につながります。量的に見ても、イベント開催は非常

に満足度の高い展開であると感じられます。 

一方、リーフレットの配布などは、その性質上効果が見えにくいという課題があります

が、もし今後一歩踏み込んだ施策を行うとするなら、横浜市に数多く存在する NPO など

と協働し、市民と一緒に広報を展開してみてはどうでしょう。 

今回、みどりアップ計画市民推進会議では、広報誌を大幅にリニューアルし、私たち市民

委員による「みどりアップ Q」を制作しました。緑に関わる人の顔が見えるよう、自分たち

市民の言葉で伝えるという編集方針を続けることで、市民の共感を得ることができました。

緑をつくる人、楽しむ人、話を聞く人、いろんな人の“顔が見える”ということは広報部会と

して今後も意識していきたいテーマです。 

東 みちよ  



- 31 - 
 

５ 市民推進会議広報誌「みどりアップＱ」（平成 26 年度発行分） 

 

 

 

「みどりアップＱ」 

 

第１号 平成26年１１月発行 

・里山を守る 

・身近な緑 

・イベント情報 

・市民推進会議とは 

 

第２号 平成27年１月発行 

・受け継いできたこの里山を、次の世代へ 

・ひろがる身近な緑 

・イベント情報 

 

第３号 平成27年３月発行 

・ヒトも、生き物も、集まる田んぼ 

・地域緑のまちづくり 

・ウェルカムセンターに行こう 
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氏　　名 役　　職　　等 備考

相川　健志 　公募市民

相原　信行 　横浜市町内会連合会　顧問

東　みちよ 　公募市民

池田　信彦 　よこはま緑の推進団体連絡協議会　会長

池邊　このみ 　千葉大学大学院　園芸学研究科　教授

大竹　斎子 　公募市民

加茂　千津子 　公募市民

清水　靖枝 　長屋門公園管理運営委員会　事務局長

進士　五十八 　東京農業大学 名誉教授 座長

関水　金作 　追分・矢指市民の森愛護会　会長

蔦谷　栄一 　株式会社農林中金総合研究所　客員研究員 副座長

長瀬　里佳 　公募市民

野路　幸子 　横浜市中央農業委員会委員

望月　正光 　関東学院大学 経済学部　教授

矢沢　定則 　横浜農業協同組合　常務理事

若林　史郎 　横浜商工会議所　理事・企画広報部長

横浜みどりアップ計画市民推進会議 名簿

(50音順・敬称略 )

平成27年1月27日
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